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神奈川県保健福祉局福祉部障害サービス課長
（公　印　省　略）

「障害者差別解消法福祉事業者向けガイドライン」について

日ごろより障害保健福祉施策の推進に御理解・御協力をいただき厚くお礼申し上げます。
平成25年６月に成立した「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成25年法律第65号）が、平成28年４月１日から施行されます。
この度、同法第11条の規定に基づき、障害者に対する不当な差別的取扱い禁止や、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮の実施に関し、福祉分野の事業者が適切に対応するために必要な考え方を示した「障害者差別解消法福祉事業者向けガイドライン～福祉分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針～」が下記厚生労働省ホームページで公表されました。
つきましては、本ガイドラインを御参照いただき、障害者の差別解消の推進に向けて、適切な事業運営に御留意くださいますようお願いいたします。

○厚生労働省における障害を理由とする差別の解消の推進　
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sabetsu_kaisho/index.html
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